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公益財団法人三重県下水道公社 業務委託、工事等執行要綱 

 

第１章 総則 

（主旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人三重県下水道公社（以下「公社」という。）の発注する業務委託及び

工事等の執行手続き等について、公社会計規程に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要網において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）業務委託 

業務委託とは、施設点検運転監視業務、法定定期点検業務、定期点検業務、調査業務、試験分析業

務、清掃業務、設計業務及びその他の業務で業者に委託するものを指す。 

（２）工事等 

工事等とは、修繕、修理を指し、活性炭、ろ布などの物品購入も含む。 

（３）修繕 

修繕とは、故障の復旧や部品交換による機能回復を目的とするものである。 

（４）修理 

修理とは、故障の原因や問題となった部品等を調査し、故障要因を取り除き再発防止を含めた機能

回復を目的とするものである。 

（５）発注機関の長 

公社事務決裁規程第３条に定める区分により、業務委託、工事等の発注について専決権を持つ者を

いう。 

（６）事務局 

公社総務課をいう。 

（７）事務局長 

公社事務局長をいう。 

（８）所属長 

浄化センター所長、水質分析センター長、総務課長を総称する場合に使用する。 

（９）所長、分析センター長  

浄化センター所長及び水質分析センター長をいう。 

（１０）総務課長 

    公社総務課長をいう。 

（１１）課長等 

所属における所属長を除く、課長、室長、副参事、主査の職にある者をいう。 

（１２）監督員 

公社会計規程第８４条に定める監督員をいう。 

（１３）補助監督員 

上記、監督員の業務、事務を補助するために置く者をいう。ただし、監督員の権限は付与しない。 

 

 



第２章 施行の決定 

（施行の決定） 

第３条 総務課長は、当該年度の予算が決定したとき及びその内容を変更したときは、予算調書又はそれ

に代わるものにより所属長に通知するものとする。 

 

２ 所属長は、予算上で決定された施行箇所について適切な事業の遂行に努めるものとする。 

 

第３章 設計図書の作成 

（設計図書の作成） 

第４条 所属長は、前条第１項に規定する通知に基づき、業務委託、工事等の設計書、図面及び仕様書（以

下「設計図書」という。）を作成しなければならない。またその内容を変更しようとするときは、変更

設計図書を作成しなければならない。 

２ 所属長は、公社会計規程第７７条第２項の規定により請書を作成する場合においては、必要に応じ図

面及び仕様書を添付しなければならない。 

 

（設計図書の省略） 

第５条 設計図書の省略ができるものは、随意契約で契約を締結しようとするもののうち次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

 （１）予定価格が１００万円未満の場合であって見積事項書等の作成により内容が明確に示すことがで

きる場合。 

 （２）緊急の必要による場合。 

 （３）物件の修繕（理）で修繕（理）を行わなければ確実な代価が判明しない場合。 

 （４）上記以外で、所属長が設計図書の作成を特に必要としないと認めたもの。 

２ 所属長は、前項各号を適用し設計図書の作成を省略しても、見積書を徴するために必要な契約内容及

び見積事項を示す書類を作成しなければならない。 

 

（施行伺） 

第６条 所属長は、業務委託又は工事等を施行しようとするとき又は設計の変更を必要と認めたときは、

該当する業務委託施行伺（第１１号様式）、工事施行伺（第１１号様式の２）、業務委託変更施行伺（第

１２号様式）、工事変更施行伺（第１２号様式の２）に設計図書を添えて、公社事務決裁規程に基づく

その専決者の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず次に掲げるものについては、施行伺を省略し通常の起案文書（第４号様式及

び第５号様式から第８号様式）に代え事案処理することができる。 

（１）１件の予定金額が１００万円未満の予算執行をするとき 

（２）その性質上施行伺により難いものについて執行するとき 

３ 第１項の場合において、公社会計規程第７３条により随意契約することが適当であると認められる場

合は、施行伺にその理由を記載するものとする。 

４ 所属長は、第１項に規定する決裁を受けようとするときは、関係書類を総務課長へ送付しなければな

らない。ただし、専決事項に係る専決者が所属長である場合はこの限りでない。 

 



（施行通知） 

第７条 総務課長は、前条第４項の規定により送付を受けたものについては、同条第１項の規定による決

裁を終えた時点で所属長に通知しなければならい。 

 

第４章 契約の締結 

（一般競争入札の執行） 

第８条 所属長は業務委託、工事等について一般競争入札を執行しようとするときは、公社会計規程第６

２条の規定により公告しなければならない。 

２ 一般競争入札の執行方法については、この要綱に定めるもののほか、別に定める「条件付一般競争入

札執行要綱（業務委託、工事、物品）」によらなければならない。 

 

（指名競争入札の執行） 

第９条 所属長は業務委託、工事等について指名競争入札を執行しようとするときは、公社会計規程第６

４条から第６６条の規定によらなければならない。 

２ 前項の規定に基づき指名競争入札を執行するときは、入札指名者を選定し、入札（見積）指名者内

申書（第１３号様式）により総務課長を経由して事務局長へ内申しなければならない。ただし、専決者

が所属長の場合はこの限りでない。 

３ 事務局長は、前項の内申があったときは、別に定める「競争入札審査会設置要綱」に基づき入札参

加指名者を決定し、所属長へ通知するものとする。 

４ 所属長の専決事項に係るものについては、課長等は、入札（見積）指名案（第１４号様式）を作成

し、競争入札審査会に諮らなければならない。 

５ 前項の競争入札審査会は、定めにより入札参加指名者を決定するものとする。 

 

（随意契約） 

第１０条 所属長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、公社会計規程第７３条及び第７５

条の規定によらなければならない。 

２ 見積者の選定、決定方法については、前条第２項から第４項の規定を準用する。 

 

（予定価格の作成） 

第１１条 予定価格を作成するときは、会計規程第６７条の規定によらなければならない。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件について取引の実例市場価格、需給の状況、履行の難度、数量の

多寡及び履行期限等を考慮して適正に定めなければならない。 

 

（最低制限価格） 

第１２条 最低制限価格を設けるときは、公社会計規程第６８条の規定によらなければならない。 

 

（指名（見積合わせ）の通知） 

第１３条 所属長は第９条第３項の規定による通知を受けたとき又は同条第５項により決定したときは、

入札（見積）指名通知書（第１６号様式）により入札指名者に通知するとともに入札を執行しなければ

ならない。 



２ 前項の入札（見積）指名通知書による通知は、入札執行期日前日から起算して５日前までに行わなけ

ればならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず建設工事（建設業法に規定する建設工事）に係る入札（見積）については、

入札期日の前日から起算して建設業法施行令に規定する期間前までに通知しなければならない。 

４ 入札に関し必要な事項については、別に定める入札心得に定めるものとする。 

 

（仕様書の閲覧） 

第１４条 仕様書閲覧は、入札執行期日前日までとする。 

２ 所属長は、前項の仕様書閲覧において、特に現場説明が必要であると判断した場合はこれを行うこと

ができる。 

３ 前項により、個別に現場説明を行う場合は、すべての入札参加者に対して同様の説明をしなければな

らない。 

４ 入札参加者は、仕様書閲覧申込書（第１７号様式）を提出し、仕様書の閲覧をすることができる。 

５ 所属長は、閲覧時における閲覧者の質問については、文書による受付とし、質問に対する回答は、入

札執行日２日前までに文書にて行わなければならない。ただし、入札手続き等事務的な内容については、

この限りでない。 

 

 （入札（見積合わせ）の執行） 

第１５条 入札を執行するときは、入札執行職員として、当該入札案件に直接関係のない職員２名以上で

行うものとする。 

２ 所属長は、別に定める入札心得に基づき適切に入札を執行しなければならない。 

３ 入札参加者は、入札（見積）書（第１８号様式）を作成し、封書にして入札者氏名又は法人名及び工

事名（業務委託名）を表記して指定する日時及び場所に提出しなければならない。 

４ 入札を執行した場合及び見積書を徴した場合（随意契約）は、その結果を入札（見積）結果調書（第

１９号様式）に記録しなければならない。 

 

（見積依頼及び見積徴収） 

第１６条 所属長は、公社会計規程第７３条の随意契約限度額内で随意契約をしようとする場合で、見積

を徴することにより受注者の決定を行おうとするときは、見積依頼書（様式設定なし）又はそれに代わ

るものをもって見積依頼を行わなければならない。 

２ 所属長は、前項により徴した見積書を開封し、その結果を入札（見積）結果調書（第１９号様式）に

記録しなければならない。 

３ 前項による見積額が予定価格に達しない場合は、再度見積書を徴しなければならない。 

４ 予定価格作成の省略を適用しているものについては、見積額及び内容を審査し、受注者を決定しなけ

ればならない。なお、所属長が再度の見積書の徴収が必要と判断したときは、見積を徴する事業者に通

知し、見積書を徴するものとする。 

５ 前項による見積結果は、入札（見積）結果調書に記録しなければならない。ただし、公社会計規程第

７５条に該当するものについては、入札（見積）結果調書（第１９号様式）による記録を省略すること

ができる。 

 



（入札保証金） 

第１７条 入札保証金の納付等については、公社会計規程第６９条を適用するものとする。 

 

（落札者の決定） 

第１８条 所属長は落札者が決定したときは、入札（見積）結果調書（第１９号様式）、入札書（第１８

号様式）及び予定価格調書（第１５号様式）を添えて、総務課長に送付しなければならない。ただし、

入札（見積）した物件に係る専決権者が所属長の場合は、この限りでない。 

２ 総務課長は、前項の送付を受けた場合、直ちに内容が適切であるか確認しその結果を所属長に通知し

なければならない。 

３ 所属長は、落札者に落札確認書（第２１号様式）を発行しなければならない。 

４ 落札者は前項の通知を受けたときから提出期限（契約の相手方を決定した日から３０日以内の間で定

める。）までに契約書を提出しなければならない。 

 

（契約保証金） 

第１９条 所属長は、契約保証金の納付（契約保証金に代えて提供する担保の価値）、契約保証金納付の

免除については、それぞれ公社会計規程第７６条に定めるところより適切に行わなければならない。 

 

（契約の締結） 

第２０条 所属長は、契約書又は変更契約書等が提出されたときは内容を審査し、適切と認められた場合

は工事請負・委託契約締結伺い（支出負担行為）（第２２号様式）により決議の手続きを終え、事務局

へ送付しなければならない。この場合において設計図書の作成を省略できる場合を除き、契約書又は変

更契約書等に設計書等を添付するものとする。 

２ 事務局は、前項による業務委託・工事等の契約が締結されたときは、所属長に契約書又は変更契約書

を送付しなければならない。 

３ 所属長は、事務局から送付を受けた契約書又は変更契約書等を確認し、受注者に送付しなければなら

ない。 

４ 所属長は、請書により契約を締結する場合は、その内容を審査し、適切と認められたときは支出負担

行為を行わなければならない。 

５ 受注者は、契約に伴い公社会計規程、契約条項及び仕様書に基づき関係書類を速やかに提出しなけれ

ばならない。 

６ 所属長は、前項で定められた関係書類が適切であるか審査しなければならない。 

 

（契約書様式） 

第２１条 前条の契約締結に係る契約書等の様式は、次の各号による。 

（１）契約書及び契約条項の様式は、次のとおりとする。 

ア 施設点検運転監視業務委託契約書は、第２４号様式（契約条項共）又はこれに準拠したものとす

る。 

イ 汚泥処分業務契約書は第２７号様式（処分用）及び第２７号様式の２（収集運搬用）、第２７号様

式の３（収集運搬・処分用）又はこれに準拠したものとする。 

ウ 業務委託（点検、清掃、植栽除草等）契約書は、第２５号様式（金銭保証用）若しくは第２５号



様式の２（無保証用）又はこれに準拠したものとする。 

エ 修繕工事等は、第３０号様式又はこれに準拠したものとする。 

オ 変更契約書は、第３２号様式、第３２号様式の２又はこれに準拠したものとする。 

２ 次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず契約書に代えて請書（第３１号様式）

によることができる。 

（１）契約金額が１００万円未満のものを締結するとき。 

（２）所属長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。 

３ 所属長は、次に掲げる場合においては、前条及び前２項の規定にかかわらず契約書又は請書の作成

を省略することができる。 

（１）工事又は業務委託において契約金額が５０万円を超えないとき。ただし、履行期間が長期に渡る

等契約行為を明確にする必要がある場合は、省略することができない。 

（２）官公署と契約するとき。 

（３）前各号に定めるもののほか、所属長が特に必要がないと認めたとき。 

 

（変更の協議等） 

第２２条 所属長は、契約の変更が必要と認められたときは、工事変更協議書（第３３号様式）又は業務

委託変更協議書（第３３号様式の２）により受注者と協議を行い、契約書に代え変更契約書等を提出さ

せなければならない。 

２ 変更を行う場合は、別に定める公社工事・業務委託設計変更要領に基づくものとする。 

３ 監督員は、変更に伴い別に定める公社工事・業務委託設計変更要領に基づき変更図面及び数量等を含

む変更仕様書を作成しなければならない。 

 

第５章 業務委託・工事の施行 

（監督員の選任） 

第２３条 所属長は、公社会計規程第８４条及び契約条項により監督員を選任又は変更したときは、監督

員命令書（第３４号様式）を監督員に交付しなければならない。この場合において監督員を二人以上選

任したときは、それぞれの権限を明確にしなければならない。 

２ 所属長は、業務委託、工事等の履行に際し必要と認める場合、前項に定める監督員のほか補助監督員

を選任することができる。 

３ 所属長は、監督員を選任又は変更したときは遅延なく監督員選任（変更）通知書（第３４号様式の２）

により受注者に通知しなければならない。 

４ 所属長は、業務委託、工事等で請負代金額（業務委託料）が少額であり、検査により履行の確認がで

きると判断したときは、監督員の選任を省略できる。 

なお、監督員の選任を省略するときは、それを直接所掌する課長等が所属長の指示によりその任に当

たらなければならない。 

 

（監督の方法） 

第２４条 前条の規定により監督員に選任された者は請負契約書条項（監督員）の定めるもののほか、別

に定める公社業務委託、工事監督要領に基づいて業務委託・工事の監督を行わなければならない。 

２ 監督員は、前項の権限を行使するときは書面により行わなければならない。ただし、緊急を要する場



合は口頭での指示ができる。この場合は、後日書面により監督員、受注者の両者が指示内容等を確認す

るものとする。 

３ 受注者は、契約条項による協議事項については協議書（第４０号様式）を作成し、監督員に提出しな

ければならない。 

４ 監督員は、前項により提出された協議事項について検討し、その結果を必要に応じて所属長及び課長

に報告しなければならない。 

 なお、協議書に対する回答は、所属長の決裁を受け同意書（第４１号様式）又は通知書（第４２号様

式）によって行わなければならない。 

５ 前３項について軽微なものについては、指定様式によらずそれに代わるもので処理できものとする。 

 

（下請負の通知） 

第２５条 所属長は、受注者が工事（業務委託）の一部を下請負させる場合は部分下請負通知書（第３６

号様式）、変更する場合は部分下請負変更通知書（第３６号様式の２）を提出させるものとする。 

 

（契約の解除） 

第２６条 契約の解除については、契約条項及び公社会計規程を適用する。 

 

第６章 検査 

（趣旨） 

第２７条 業務委託及び工事等の検査は、公社会計規程第８５条に定めるほか、公社工事等検査要領、公

社工事等検査基準に基づき実施しなければならない。 

２ 検査区分は、業務委託、工事等に係る完成検査、出来高部分検査、及び中間検査とする。 

 

（検査員） 

第２８条 理事長は、公社に係る契約が適正に履行されているか職員に命じ検査、確認を行わせなければ

ならない。 

２ 検査員は、別に定める公社工事等検査要領に基づき、理事長が命じる者とする。 

 

（検査の手続き） 

第２９条 受注者は、検査を受けようとする場合には、業務委託については業務委託完成報告書（第４

５号様式の２）又は出来高部分検査要求書（第４４号様式）を、工事等については、工事完成報告書（第

４５号様式）又は出来高部分検査（確認）要求書（第４４号様式）を監督員経由で理事長に提出しなけ

ればならない。 

２ 監督員は、前項で提出された書類を確認し、受理するとともに監督員として契約が適正に履行された

ことを確認しなければならない。 

３ 受注者は、中間検査（確認）を受けようとする場合には、中間検査要求書を監督員経由で理事長に提

出しなければならない。 

４ 理事長は、前項又は第１項に規定するものを受理したときは、速やかに（届け出を受理した日から業

務委託は１０日以内、工事等請負は１４日以内）検査員（確認者）に検査又は確認をさせなければなら

ない。 



５ 所属長は、前項による検査又は確認を受ける場合、検査（確認）依頼書（第４３号様式）により事務

局長に依頼しなければならない。ただし、あらかじめ理事長により検査員に命令が出されている場合は、

この限りでない。 

６ 事務局長は、前項により検査（確認）依頼書を受理したときは、検査（確認）日・検査員（確認者）

を決定し、検査決定通知書（第４３号様式の２）及び検査命令書（第４３号様式の３）により通知しな

ければならない。ただし、あらかじめ理事長により検査員に検査命令が出されている場合はこの限りで

ない。 

７ 監督員は、前項により検査（確認）日が確定した場合、あらかじめ受注者に通告しなければならない。 

８ 出来高部分検査（確認）については、第２項及び第４項から第７項までの規定を適用する。中間検査

の場合も同様とする。 

 

（検査の立会） 

第３０条 受注者又は代理人並びに監督員及び所属長の命じた者は、検査（確認）に立ち会い検査員の指

示に従わなければならない。 

 

（検査の執行） 

第３１条 完成検査（確認）は、契約書、仕様書、設計書、図面（以下「契約書等」という。）に基づき

現地において検査を行わなければならない。 

２ 検査員は、前項の検査（確認）を行う場合は、工事等検査基準に基づき適合しているか否かを確認し

なければならない。 

３ 検査員は、外部に現れない工事等若しくは検査（確認）当日に確認が出来ない場合は、監督員に施工

状況等を確認するとともに、記録、写真、資料、その他の関係書類に基づいて判定するものとする。 

４ 出来高部分検査（確認）は、その出来高を検査（確認）するために行うもので、完成検査（確認）と

の重複執行を妨げないものとする。 

５ 出来高部分の検査又は確認の方法は、第２項及び第３項の規定を適用する。 

６ 中間検査（確認）は、検査員が必要と認める場合又は第２９条第３項の中間検査（確認）要求書の提

出があった場合に、施工又は履行途中においてその出来形部分の検査（確認）を行うものとする。 

 

（改善等の命令及び再検査） 

第３２条 検査員は、検査又は確認の結果、不合格の部分がある場合は、当該業務委託又は工事等の受注

者に対しその不合格の部分について期間を定め、改造、補修、補正を手直命令書（第４７号様式の３）

又は業務委託補正命令書（第４７号様式の４）により命じなければならない。ただし、特殊なものにつ

いては、当該物件を所掌する所属長に協議してこれを行うものとする。 

２ 受注者は前項に規定する命令を受けた場合には、その命令する期間内に手直工事又は補正工事を完成

しなければならない。 

３ 受注者は前項に手直工事又は補正工事を完成した場合には、手直工事完了報告書（第４５号様式の３）

又は業務委託補正完了報告書（第４５号様式の４）を理事長に提出し、改めて検査を受けなければな

らない。 

 

 



（検査結果の通知） 

第３３条 検査員は、検査又は確認を行いその契約の履行を確認したときは、工事完成認定書（第４７号

様式）、業務委託完成認定書（第４７号様式の２）又は出来高検査（確認）認定書（第４６号様式）を

作成のうえ契約の相手方に交付しなければならない。 

ただし、契約金額が１００万円を超えない契約において、契約書又は請書を省略したものについては、

完成認定書を省略してその結果を口頭により通知することができる。 

２ 契約金額の部分払いに係る出来高部分検査を執行したときは、前項完成認定書とあるのを出来高認

定書と読み替えるものとする。 

 

（検査の復命） 

第３４条 検査員は、検査又は確認を完了したときは、検査（確認）復命書（第４８号様式）に検査（確

認）写真帳（第４９号様式）を添えて速やかに復命しなければならない。 

 

第７章 完了後の手続き 

（工事目的物の引渡し） 

第３５条 所属長は、工事等においては工事完成認定後、直ちに受注者から工事目的物引渡書（第５０号

様式）を提出させ、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

 

（書類の送付） 

第３６条 所属長は、業務委託、工事等について受注者から次に掲げる書類が提出されたときは、確認の

うえ適当と認められた場合は事務局に送付しなければならない。 

（１）請負代金（部分金支払）請求書（第５１号様式） 

（２）業務委託完成報告書 

（３）工事完成報告書 

２ 所属長は、業務委託、工事等について次に掲げたもので該当する書類を送付しなければならない。 

（１）検査員から発行された完成認定書又は出来高認定書の写し（コピー） 

（２）契約書等（条項、添付設計図書は除く。）の写し（コピー） 

（３）業務委託については履行完成写真（写真撮影が困難な場合は省略することができる。）及び検査写

真、工事等については工事完成写真及び検査写真 

 

（請負代金（部分金支払）） 

第３７条 総務課長は、前条で送付を受けた書類を審査し、適当と認められる場合は契約条項等で定めら

れた期間内に受注者に請負代金又は部分金を支払わなければならない。 

 

（委 任） 

第３８条 この要綱を施行するにあたり、理事長が委任する事項については別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２１年１１月１日から適用する。 

 



 附 則 

  この要綱は、平成２７年７月１日から適用する。 

 

 附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

 

 附 則 

  この要綱は、平成２８年１１月３０日から適用する。 


